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公害等調整委員会の手続のウェブ会議方式による実施に関する事務処理要領 

令和５年３月 公害等調整委員会議決定 

 

０．はじめに 

 「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和４年６月７日閣議決定）等の政府全体に

おける方針や、民事裁判手続における手続の IT化の動きを踏まえ、公害等調整委員会の行

う公害紛争処理法（昭和 45年法律第 108号）に基づく手続及び鉱業等に係る土地利用の調

整手続等に関する法律（昭和 25年法律第 292号）に基づく手続において、映像と音声の送

受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法（以下「ウェブ会

議方式」という。）により手続を行う際の実施手順及び留意事項を定め、迅速かつ適正な手

続の実施に資するため、この事務処理要領を定める。 

 

１．対象手続 

 委員会等（公害等調整委員会又はあっせん委員、調停委員会、仲裁委員会若しくは裁定

委員会をいう。以下同じ。）は調停期日、進行協議期日等を行う場合において、担当職員

は進行協議期日、当事者ヒアリング等を行う場合において、それぞれ当事者が遠隔の地に

居住しているときその他相当と認めるときは、ウェブ会議方式により手続を行うことが

できる。 
 

２．意向確認 

(1) 委員会等又は担当職員は、ウェブ会議方式により手続を行う場合は、当事者に１．の

手続をウェブ会議方式により行う意向があるかを、期日等の調整に際して確認する。 

(2) 委員会等又は担当職員は、当事者にウェブ会議方式を利用する意向があることを確

認した場合は、当事者に対しウェブ会議への参加情報及び留意事項（別紙）を送付する。 

 

３．実施 

(1) 通話者及び通話環境の確認 

 委員会等又は担当職員は、ウェブ会議方式により手続を行う場合は、手続の適切な実

施のため、次に掲げる事項を確認する。期日において確認を行った場合は、調書にその

旨を記載する。 

ア 通話者が本人又はその代理人であること。 

イ 次に掲げる事項その他の通話先の所在する場所の状況が当該方法によって手続を

実施するために適切なものであること。 

(ｱ) 委員会等又は担当職員から立ち会いの了解を得ていない第三者が立ち会ってい

ないこと。 
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(ｲ) 非公開性や静ひつさが確保されていること。 

ウ 通話者と委員会等又は担当職員との間で映像と音声の送受信ができること。 

エ 期日においては、通話先の所在する場所が日本国内にあること。 

 

(2) ウェブ会議方式による手続の実施中の留意事項 

ア 当事者は、許可を受けないで撮影（ウェブ会議の画面のスクリーンショットの撮影

を含む。）、録音、録画及び放送をしてはならない。 

イ 委員会等又は担当職員は、ウェブ会議方式による手続の実施中に(1)及び(2)アの

事項が遵守されていないことを把握した場合は、実施中の当該ウェブ会議方式によ

る手続を中止することができる。 

ウ 委員会等又は担当職員は、回線障害等により映像と音声の送受信ができなくなり、

よって手続の適切な実施が困難と判断される場合には、映像と音声の送受信ができ

るようになるまで、実施中の当該ウェブ会議方式による手続を一時停止することが

できる。 

エ 委員会等又は担当職員は、ウの場合であって、ウェブ会議方式による手続の実施を

再開することができる見込みがないときは、実施中の当該ウェブ会議方式による手

続を中止することができる。 

オ 委員会等又は担当職員は、当事者の代理人が弁護士でない場合等状況に応じて、ア

からエまでの事項を、(1)の確認に併せて、当事者に口頭で通知する。 
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別紙：ウェブ会議を利用する際の留意事項の通知書（様式例） 

 

ウェブ会議方式による手続実施の留意事項について（事務連絡） 

 

(1) 通話者の確認及び通話環境の確保 

○ 通話者が本人又はその代理人であることを確認してください。 

○ ウェブ会議方式により手続を実施する場合は、次に掲げる事項その他の通話先の所在

する場所の状況が、手続を実施するために適切なものであることを確保してください。 

・委員会等又は担当職員から立ち会いの了解を得ていない第三者が立ち会っていない

こと。 

・非公開性や静ひつさが確保されていること。 

○ また、通話者と委員会等又は担当職員との間で映像と音声の送受信ができることを確

認してください。 

○ 期日においては、通話先の所在する場所は日本国内に限ります。 

 

(2) ウェブ会議方式による手続の実施中の留意事項 

○ 許可を受けないで撮影（ウェブ会議の画面のスクリーンショットの撮影を含む。）、録音、

録画及び放送をすることは禁止します。 

○ ウェブ会議方式による手続の実施中に通話環境が確保されていないこと又は禁止事項

が遵守されていないことを把握した場合は、ウェブ会議方式による手続を中止される場

合があります。 

○ 回線障害等により映像と音声の送受信ができなくなった場合は、ウェブ会議方式によ

る手続を一時停止し、又は中止します。 
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